
「幼児教育無償化について簡単に説明します。」 
全国一律 3 歳児から 5 歳児まで対象の幼児が授業料に対して月に２５，７００
円の補助が受けられる。担当管轄が住民票を置いている地方自治体になるため、

入園する園の所在地の自治体ではなく、住民登録している自治体より支給され

るため、補助方法は各自治体によって違う。 
 
「認定と種類」 
１号認定と２号認定と３号認定の３種類が存在している。 
１号認定は在園している全ての方が対象であるが、認定申請をしないと補助が

受けられない。 
２号認定は、正課時間以外でも保育が必要とされている環境の方が対象で、自

治体に認可されている延長保育や預かり保育の利用時に補助を受けることが出

来る。※認定内容については別表を参考にしてください。 
３号認定は所得や住民税非課税家庭などが対象になる。 
 
「入園までに行う手続き」 
入園する園が決まったら、園から配布される申請世や自治体の HP から必要書
類をダウンロードし、速やかに申請手続きを行う。 
引っ越しなどで住民票が移動していない場合や、期日に余裕がない場合は転入

先や転出先の自治体に問い合わせをしてください。 
申請する場合は、現在住んでいる場所と住民票を置いている自治体が異なる場

合は住民票を置いている自治体に申請することになります。 
 
以上は極簡単な説明になります。入園までに間に合わせるためにも、入園予定

の園や転入先の自治体と早めの連絡を取ってください。 
 
※質問等、詳しいことは各自治体に問い合わせてください。速やかに手続きを

済ませ滞りなく、補助を受けられるようにしましょう。 
 
 




